
自治体における第１号被保険者の保険料比較 

 

大阪府茨木市  23 段階 3,000 万円以上  保険料 225,504 円(月 18,792 円) 

                       所得に占める保険料の割合  0.2% 

               11 段階 210-260 万円   保険料 115,862 円(月 9,660 円) 

                        所得に占める保険料の割合 5.5%  

 ※23 段階の人が所得の 5.5%の保険料を支払うとすると 1,650,000 円(月 137,500 円) 

                         いま払っている保険料の 7.3 倍 

      

神奈川県横浜市  19 段階 3,000 万円以上  278,040 円(月 23,170 円) 

                       所得に占める保険料の割合  0.9%    

         10 段階 210-250 万円   103,270 円(月 8,610 円)  

                        所得に占める保険料の割合 4.9% 

 ※19 段階の人が所得の 4.9%の保険料を支払うとすると 1,470,000 円(月 122,500 円) 

                         いま払っている保険料の 5.3 倍 

 

愛知県名古屋市 18 段階 1,500 万円以上  258,550 円(月 21,550 円)    

                     所得に占める保険料の割合  1.7% 

               10 段階  200-290 万円   125,105 円(月 10,425 円) 

                        所得に占める保険料の割合  6.3%  

※18 段階の人が所得の 6.3%の保険料を支払うとすると 945,000 円(月 78,750 円) 

                         いま払っている保険料の 3.7 倍 

 

東京都  港 区 19 段階 1 億円以上    472,320 円(月 39,360 円) 

                        所得に占める保険料の割合  0.5% 

               8 段階 190-250 万円    92,160 円(月 7,680 円)  

                        所得に占める保険料の割合  4.9%  

※19 段階の人が所得の 4.9%の保険料を支払うとすると 4,900,000 円(月 408,330 円) 

                         いま払っている保険料の 10.4 倍 
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神奈川県横浜市 19 段階 

 

 



愛知県名古屋市 18 段階 

 

 

石田路子氏の試算書に基づきＡＩが作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


